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七

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
百
七
号

　

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
四
条
第
七
項
の
規

定
に
よ
り
、
大
分
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
（
平
成
三
十
一
年
大
分
県
告
示
第

十
四
号
）
の
一
部
を
令
和
元
年
六
月
二
十
日
付
け
で
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
表
す
る
。

　
　

令
和
元
年
七
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　

二
の
２
の
表
の
ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
の
項
中
「
（
注
）
」
を
「
若
干
」
に
改
め
、
同
表
の
注
を
削
る
。

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

九
州
凸
版
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

○
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
六
号

　

次
の
団
体
は
、
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
平
成
三
十
一
年
四
月
二
日
以
後
政
治
活
動
（
選
挙
運
動
を
含
む
。
）
の
た
め
に
寄
附
を
受
け
、
又
は

支
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
団
体
と
な
っ
た
。

　
　

令
和
元
年
七
月
十
二
日

　
　
　
　

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長  

一　
　
　

木　
　
　

俊　
　
　

葊　

そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏

名

会
計
責
任
者

の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

衞
藤
ま
さ
ひ
ろ
後
援

会

衛
藤　

隆
機

和
田　

善
治

豊
後
大
野
市
大
野
町
大
原
八
八
四

ご
と
う
幸
吉
後
援
会

山
口　

貞
治

汐
月　

文
直

佐
伯
市
常
盤
南
町
三
―
二
七

後
藤
浩
明
政
経
塾

後
藤　

浩
明

後
藤　

由
美

大
分
市
皆
春
九
〇
四
―
一

政
治
結
社
大
日
本
國

心
会

泉　
　

光
一

木
梨　
　

実

豊
後
大
野
市
犬
飼
町
下
津
尾
三
三
九
六
―
一

宮
本
幸
生
後
援
会

宮
本　

幸
生

宮
本　

英
子

大
分
市
大
字
本
神
崎
一
四
二
七
―
四

○
監
　
査
　
公
　
表

監
査
委
員
公
表
第
6
4
2
号

　
平

成
31年

３
月

29日
付

け
監

査
第

599号
で

提
出

し
た

監
査

結
果

の
報

告
に

対
し

、
大

分
県

知
事

か
ら

措

置
を

講
じ

た
旨

の
通

知
が

あ
っ

た
の

で
、

地
方

自
治

法
（

昭
和

22年
法

律
第

67号
）

第
199条

第
12項

の
規

定
に

よ
り

次
の

と
お

り
公

表
す

る
。

　
　

令
和

元
年

７
月

12日

                                    大
分

県
監

査
委

員
　

　
首

　
　

　
藤

　
　

　
博

　
　

　
文

　

                                    大
分

県
監

査
委

員
　

　
長

　
　

　
野

　
　

　
恭

　
　

　
子

　

                                    大
分

県
監

査
委

員
　

　
三

　
　

　
浦

　
　

　
正

　
　

　
臣

　

                                    大
分

県
監

査
委

員
　

　
小

　
　

　
嶋

　
　

　
秀

　
　

　
行

　

１
　

指
摘

事
項

に
つ

い
て

の
措

置
状

況
                                                   



令
和
元
年
七
月
十
二
日

二

大
分
県
報
（
監
査
公
表
）

監
査

対
象

団
体

（
所

管
課

）
監

査
実

施
日

監
査

結
果

の
指

摘
事

項
及

び
そ

の
措

置
状

況

大
分

航
空

タ
ー

ミ
ナ

ル
株

式
会

社

（
企

画
振

興
部

交
通

政
策

課
）

平
成

30年
11月

７
日

指
摘

事
項

　
内

部
統

制
の

不
備

が
原

因
と

考
え

ら
れ

る
不

祥
事

案
（

収
納

金
の

管
理

）
の

発
生

が
見

ら
れ

る
た

め
、

再
発

防
止

策
の

実
施

状
況

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、

指
導

監
督

の
強

化
を

図
ら

れ
た

い
。

措
置

状
況

　
大

分
航

空
タ

ー
ミ

ナ
ル

株
式

会
社

の
直

営
売

店
に

お
い

て
、

現
場

に
お

け
る

チ
ェ

ッ
ク

体
制

の
不

十

分
、

レ
ジ

の
売

上
の

取
消

処
理

に
つ

い
て

の
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
未

整
備

、
会

計
監

査
内

容
の

不
十

分
、

社
員

の
法

令
遵

守
認

識
の

不
足

、
社

員
の

相
談

窓
口

が
機

能
し

て
い

な
か

っ
た

こ
と

が
原

因
で

、
同

社
レ

ジ
担

当
社

員
に

よ
る

売
上

金
着

服
事

案
が

発
生

し
た

。

　
な

お
、

着
服

金
に

つ
い

て
は

、
平

成
30年

11月
１

日
に

全
額

返
還

さ
れ

て
い

る
。

　
同

社
に

対
し

、
再

発
防

止
の

対
策

を
求

め
、

次
の

よ
う

な
対

策
を

実
施

し
て

い
る

。

　
チ

ェ
ッ

ク
体

制
と

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

整
備

の
観

点
か

ら
は

、
責

任
者

の
明

確
化

と
現

金
管

理
と

レ
ジ

処
理

に
関

す
る

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

整
備

し
た

。
会

計
監

査
の

強
化

の
観

点
か

ら
は

、
責

任
者

に
よ

る
チ

ェ
ッ

ク
及

び
現

金
取

扱
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
遵

守
に

つ
い

て
、

年
４

回
不

定
期

に
実

施
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

。

　
法

令
遵

守
認

識
の

徹
底

の
観

点
か

ら
は

、
全

社
員

を
対

象
と

し
た

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

研
修

を
平

成
30

年
12月

に
実

施
し

、
全

社
員

か
ら

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン

ス
誓

約
書

が
提

出
さ

れ
た

。

　
な

お
、

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

研
修

は
今

後
も

毎
年

継
続

し
て

実
施

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

　
社

員
の

相
談

体
制

の
充

実
の

観
点

か
ら

は
、

総
務

部
長

が
必

要
な

職
員

に
面

談
を

実
施

す
る

と
と

も

に
、

平
成

31年
４

月
か

ら
は

、
従

来
か

ら
の

総
務

部

長
に

よ
る

相
談

窓
口

に
加

え
、

女
性

管
理

職
に

よ
る

女
性

専
用

相
談

窓
口

を
設

置
し

て
い

る
。

　
ま

た
、

県
の

指
導

監
督

の
強

化
の

観
点

か
ら

、
随

時
、

役
員

や
幹

部
社

員
に

再
発

防
止

策
の

徹
底

を
働

き
か

け
る

こ
と

と
し

た
。

臼
杵

市
観

光
情

報
協

会（
企

画
振

興
部

お
お

い
た

創
生

推
進

課
）

平
成

30年
９

月
11日

指
摘

事
項

　
大

分
県

地
域

活
力

づ
く

り
地

域
創

生
事

業
費

補
助

金
及

び
大

分
県

地
域

活
力

づ
く

り
チ

ャ
レ

ン
ジ

支
援

事
業

費
補

助
金

に
つ

い
て

、
補

助
条

件
と

し
て

補
助

金
交

付
要

綱
に

規
定

す
る

「
補

助
金

に
係

る
消

費
税

等
仕

入
控

除
税

額
確

定
報

告
書

」
が

提
出

さ
れ

て
お

ら
ず

、
補

助
金

の
返

還
が

完
了

し
て

い
な

い
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

  

措
置

状
況

　
振

興
局

は
、

補
助

事
業

者
に

対
し

て
、

地
域

活
力

づ
く

り
総

合
補

助
金

に
係

る
取

扱
を

記
載

し
た

『

「
地

域
活

力
づ

く
り

総
合

補
助

金
」

を
受

け
る

事
業

者
の

皆
様

へ
』

に
よ

り
、

消
費

税
等

仕
入

控
除

税
額

の
報

告
も

含
め

、
補

助
事

業
を

行
う

際
の

注
意

事
項

等
を

説
明

し
、

そ
の

内
容

を
理

解
し

た
旨

の
代

表
者

の
署

名
、

捺
印

を
も

ら
っ

て
い

た
。

　
し

か
し

、
補

助
事

業
者

の
失

念
に

よ
り

、
確

定
申

告
後

に
消

費
税

等
仕

入
控

除
税

額
確

定
報

告
書

を
提

出
し

な
か

っ
た

こ
と

か
ら

、
振

興
局

で
は

、
課

税
事

業
者

で
は

な
い

と
判

断
し

確
認

を
し

て
い

な
か

っ

た
。

　
今

回
指

摘
さ

れ
た

補
助

金
に

つ
い

て
は

、
平

成
31

年
２

月
21日

に
返

還
さ

れ
た

こ
と

を
確

認
し

た
。

　
振

興
局

に
対

し
て

、
補

助
金

交
付

申
請

時
に

、
課

税
事

業
者

か
否

か
を

確
認

し
、

一
覧

表
に

し
た

う
え

で
、

消
費

税
等

の
確

定
申

告
時

期
に

合
わ

せ
、

対
象

補
助

事
業

者
に

必
ず

消
費

税
等

仕
入

控
除

税
額

確
定

報
告

書
の

提
出

を
求

め
、

毎
年

度
開

催
す

る
担

当
者

研
修

会
等

に
お

い
て

徹
底

す
る

こ
と

と
し

た
。

大
分

県
商

工
会

連
合

会（
商

工
観

光
労

働
部

商
工

観
光

労
働

企
画

課
）

平
成

30年
10月

16日
か

ら

平
成

30年
10月

18日
ま

で

指
摘

事
項

　
小

規
模

事
業

経
営

支
援

事
業

費
補

助
金

に
つ

い

て
、

補
助

対
象

職
員

の
設

置
費

は
「

交
付

基
準

額
の

範
囲

内
で

交
付

す
る

。
」

と
定

め
ら

れ
て

い
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

県
が

こ
れ

を
超

え
て

補
助

金
を

交
付

し
て

い
る

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。

措
置

状
況



令
和
元
年
七
月
十
二
日

三

大
分
県
報
（
監
査
公
表
）

　
適

正
な

手
続

き
に

よ
り

予
算

措
置

を
行

い
配

分
し

た
が

、
運

用
を

改
正

し
な

い
ま

ま
、

交
付

基
準

額
を

超
え

て
交

付
し

た
。

具
体

的
に

は
、

交
付

基
準

額

3
6
4
,9

6
1
,4

0
0
円

に
対

し
、

3
6
6
,6

8
3
,3

5
9
円

交
付

し

1,721,959円
が

過
大

に
交

付
さ

れ
た

も
の

　
今

回
の

予
算

措
置

は
、

台
風

18号
の

被
災

事
業

者

支
援

と
し

て
、

予
定

に
な

か
っ

た
支

援
業

務
や

現
地

調
査

等
を

行
っ

た
こ

と
か

ら
、

突
発

的
に

生
じ

た
大

幅
な

経
費

増
を

補
填

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

い

た
。

　
し

か
し

、
年

度
末

ま
で

被
災

事
業

者
支

援
対

応
が

続
く

中
、

最
終

執
行

見
込

額
の

調
整

に
時

間
を

要

し
、

交
付

基
準

額
を

超
え

て
交

付
す

る
た

め
の

運
用

の
改

正
ま

で
手

が
回

ら
ず

、
改

正
す

る
こ

と
な

く
交

付
基

準
を

超
え

て
交

付
し

て
し

ま
っ

た
こ

と
に

よ

る
。

　
今

回
の

対
応

及
び

再
発

防
止

と
し

て
、

大
規

模
災

害
等

特
例

の
事

情
が

あ
る

場
合

は
、

交
付

基
準

額
自

体
を

変
更

す
る

こ
と

は
、

困
難

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

必
要

と
認

め
ら

れ
る

経
費

の
み

、
予

算
の

範
囲

内
で

交
付

基
準

額
に

関
わ

ら
ず

交
付

す
る

こ
と

が
で

き
る

旨
運

用
を

改
正

す
る

。
ま

た
、

当
該

執
行

時
に

は
交

付
基

準
額

に
関

わ
ら

ず
交

付
す

る
旨

を
明

記
し

て
決

裁
を

行
う

こ
と

と
す

る
。

　
併

せ
て

、
同

様
の

事
案

が
発

生
し

な
い

よ
う

、
運

用
改

正
に

つ
い

て
、

補
助

対
象

機
関

あ
て

事
務

研
修

を
行

い
、

周
知

・
徹

底
す

る
こ

と
と

し
た

。

宇
佐

商
工

会
議

所

（
商

工
観

光
労

働
部

商
工

観
光

労
働

企
画

課
）

平
成

30年
10月

19日
指

摘
事

項

　
小

規
模

事
業

経
営

支
援

事
業

費
補

助
金

に
つ

い

て
、

指
導

事
業

費
等

は
「

交
付

基
準

額
の

範
囲

内
で

交
付

す
る

。
」

と
定

め
ら

れ
て

い
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

県
が

こ
れ

を
超

え
て

補
助

金
を

交
付

し
て

い
る

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。

措
置

状
況

　
適

正
な

手
続

き
に

よ
り

予
算

措
置

を
行

い
配

分
し

た
が

、
運

用
を

改
正

し
な

い
ま

ま
、

交
付

基
準

額
を

超
え

て
交

付
し

た
。

具
体

的
に

は
、

交
付

基
準

額

1,450,018円
に

対
し

、
2,055,511円

交
付

し
605,493

円
が

過
大

に
交

付
さ

れ
た

も
の

　
今

回
の

予
算

措
置

は
、

台
風

18号
の

被
災

事
業

者

支
援

と
し

て
、

予
定

に
な

か
っ

た
支

援
業

務
や

現
地

調
査

等
を

行
っ

た
こ

と
か

ら
、

突
発

的
に

生
じ

た
大

幅
な

経
費

増
を

補
填

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

い

た
。

　
し

か
し

、
年

度
末

ま
で

被
災

事
業

者
支

援
対

応
が

続
く

中
、

最
終

執
行

見
込

額
の

調
整

に
時

間
を

要

し
、

交
付

基
準

額
を

超
え

て
交

付
す

る
た

め
の

運
用

の
改

正
ま

で
手

が
回

ら
ず

、
改

正
す

る
こ

と
な

く
交

付
基

準
を

超
え

て
交

付
し

て
し

ま
っ

た
こ

と
に

よ

る
。

　
今

回
の

対
応

及
び

再
発

防
止

と
し

て
、

大
規

模
災

害
等

特
例

の
事

情
が

あ
る

場
合

は
、

交
付

基
準

額
自

体
を

変
更

す
る

こ
と

は
、

困
難

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

必
要

と
認

め
ら

れ
る

経
費

の
み

、
予

算
の

範
囲

内
で

交
付

基
準

額
に

関
わ

ら
ず

交
付

す
る

こ
と

が
で

き
る

旨
運

用
を

改
正

す
る

。
ま

た
、

当
該

執
行

時
に

は
交

付
基

準
額

に
関

わ
ら

ず
交

付
す

る
旨

を
明

記
し

て
決

裁
を

行
う

こ
と

と
す

る
。

　
併

せ
て

、
同

様
の

事
案

が
発

生
し

な
い

よ
う

、
運

用
改

正
に

つ
い

て
、

補
助

対
象

機
関

あ
て

事
務

研
修

を
行

い
、

周
知

・
徹

底
す

る
こ

と
と

し
た

。

公
益

社
団

法
人

大
分

県
農

業
農

村
振

興
公

社（
農

林
水

産
部

農
地

活
用

・
集

落
営

農

課
）

平
成

30年
10月

２
日

か
ら

平
成

30年
10月

４
日

ま
で

指
摘

事
項

　
大

分
県

農
業

次
世

代
人

材
投

資
事

業
費

補
助

金
に

つ
い

て
、

補
助

金
返

還
の

手
続

が
長

期
間

に
わ

た
り

と
ら

れ
て

お
ら

ず
、

ま
た

、
返

還
免

除
の

手
続

に
関

し
事

務
処

理
の

遅
滞

が
あ

る
な

ど
事

務
執

行
に

著
し

く
適

正
を

欠
い

て
い

る
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

措
置

状
況

　
返

還
案

件
な

ど
に

つ
い

て
は

県
と

公
社

に
お

け
る

個
別

相
談

の
中

で
対

応
し

て
き

た
が

、
交

付
対

象
者

が
提

出
す

る
就

農
状

況
報

告
の

結
果

に
つ

い
て

は
公

社
か

ら
県

へ
の

報
告

の
仕

組
み

が
な

か
っ

た
こ

と
か

ら
、

就
農

状
況

や
返

還
案

件
に

関
す

る
情

報
共

有
・

リ
ス

ク
管

理
が

不
十

分
で

あ
っ

た
。

　
ま

た
、

交
付

対
象

者
（

平
成

3
1
年

３
月

現
在

3
1
7

人
）

は
、

年
２

回
の

就
農

報
告

を
行

う
義

務
が

あ
る

が
、

公
社

は
対

象
者

と
接

す
る

機
会

が
少

な
く

、
振



令
和
元
年
七
月
十
二
日

四

大
分
県
報
（
監
査
公
表
・
公
告
）

興
局

や
市

町
村

か
ら

の
情

報
が

主
に

な
っ

て
い

る
た

め
、

対
象

者
の

状
況

把
握

が
遅

れ
る

事
が

あ
り

、
返

還
対

象
者

が
公

社
か

ら
の

連
絡

を
遮

断
し

た
場

合
、

返
還

に
係

る
手

続
が

困
難

と
な

る
。

　
公

社
に

対
し

、
年

２
回

の
就

農
状

況
報

告
の

提
出

状
況

や
就

農
状

況
に

関
す

る
報

告
を

義
務

づ
け

る
ほ

か
、

３
ヶ

月
毎

に
定

例
会

を
開

催
し

、
対

象
者

の
就

農
状

況
等

を
確

認
し

、
必

要
に

応
じ

現
地

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
会

議
を

実
施

す
る

な
ど

、
交

付
対

象
者

の
情

報
共

有
と

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
体

制
を

確
立

し
、

公
社

へ
の

指
導

監
督

を
強

化
す

る
こ

と
と

し
た

。

　
ま

た
、

補
助

金
返

還
及

び
返

還
免

除
に

該
当

す
る

案
件

に
つ

い
て

は
、

遅
滞

な
く

事
務

手
続

を
進

め
る

よ
う

指
導

を
行

う
こ

と
と

し
た

。

２
　

注
意

事
項

に
つ

い
て

の
措

置
状

況

監
査

対
象

団
体

（
所

管
課

）
監

査
実

施
日

監
査

結
果

の
注

意
事

項
及

び
そ

の
措

置
状

況

公
立

大
学

法
人

大
分

県
立

芸
術

文
化

短
期

大
学

（
企

画
振

興
部

政
策

企
画

課
）

平
成

30年
12月

５
日

か
ら

平
成

30年
12月

７
日

ま
で

平
成

31年
１

月
15日

注
意

事
項

　
現

金
取

扱
事

務
に

お
い

て
、

書
損

し
た

領
収

書
及

び
控

え
を

破
棄

し
て

い
る

事
例

や
、

領
収

書
受

払
簿

の
整

備
が

適
正

に
な

さ
れ

て
い

な
い

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。

措
置

状
況

　
領

収
証

数
十

枚
を

冊
子

と
し

て
管

理
せ

ず
に

ク
リ

ッ
プ

留
め

に
す

る
な

ど
、

会
計

上
の

重
要

書
類

で
あ

る
こ

と
の

認
識

が
不

足
し

て
お

り
、

枚
数

管
理

が
不

十
分

で
あ

っ
た

。
ま

た
、

領
収

書
受

払
簿

の
記

載
漏

れ
が

あ
る

な
ど

、
事

務
局

内
部

に
お

け
る

日
々

の
チ

ェ
ッ

ク
体

制
が

充
分

で
な

か
っ

た
。

　
領

収
書

及
び

控
え

に
つ

い
て

、
ス

テ
ー

プ
ル

綴
じ

し
て

冊
子

と
し

て
管

理
す

る
こ

と
と

し
、

通
し

番
号

と
併

用
す

る
こ

と
で

、
使

用
状

況
や

書
損

分
及

び
未

使
用

分
の

状
況

を
常

に
確

認
で

き
る

よ
う

に
改

善
を

指
導

し
た

。

　
領

収
書

受
払

簿
に

つ
い

て
、

県
の

様
式

を
参

考
に

改
良

を
加

え
、

担
当

者
と

出
納

責
任

者
に

よ
る

二
重

の
チ

ェ
ッ

ク
を

可
視

化
し

て
行

う
体

制
と

す
る

こ
と

と
し

た
。

○
公
　
　
　
　
　
告

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発
区
域
の

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
検
査
済
証
を
交
付
し
た
。

　
　

令
和
元
年
七
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

　

 　

中
津
市
大
字
大
貞
字
中
ノ
林
三
百
八
十
九
番
五
、
三
百
八
十
九
番
十
七
、
三
百
八
十
九
番
十
五
の
一
部

及
び
三
百
七
十
七
番
十
七
の
一
部

二　

開
発
区
域
の
面
積

　
　

四
千
六
百
四
十
・
六
九
平
方
メ
ー
ト
ル

三　

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
・
氏
名

　
　

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
十
番
一
号
第
一
福
岡
ビ
ル
Ｓ
館
四
階

　
　
　

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

　
　
　
　

代
表
取
締
役　

横　

山　

英　

昭

四　

完
了
検
査
年
月
日

　
　

令
和
元
年
六
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百

七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
（
以
下
「
特
定
調
達
契
約
」
と
い
う
。
）
の
締
結
が
見
込
ま

れ
る
の
で
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　

令
和
元
年
七
月
十
二
日

                                        

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

調
達
を
す
る
物
品
等
の
種
類

　
　

運
転
免
許
証
自
動
更
新
受
付
等
シ
ス
テ
ム

二　

競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格

　

１　

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

　
　

㈠ 　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す

る
者
に
該
当
す
る
場
合



令
和
元
年
七
月
十
二
日

五

大
分
県
報
（
公
告
）

　
　
　

〒
八
七
〇
―
八
五
〇
一　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

　
　
　

電
話　

〇
九
七
―
五
〇
六
―
二
九
五
七

　

３　

申
請
の
時
期

　
　
　

令
和
元
年
七
月
十
二
日
か
ら
同
月
二
十
九
日
ま
で
と
す
る
。

　
　

 　

な
お
、
申
請
者
が
期
日
以
降
に
申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
、
そ
の
後
も
随
時
に
受
け
付
け
る
が
、
入

札
に
間
に
合
わ
な
い
場
合
が
あ
る
。

四　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
及
び
当
該
期
間
の
更
新
手
続

　

１　

有
効
期
間　

　
　
　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
、
資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら
令
和
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

　

２　

更
新
手
続

　
　

 　

令
和
二
年
十
月
一
日
以
後
、
入
札
参
加
資
格
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
、
告
示
に
基
づ
く
入
札
参
加
資

格
の
審
査
の
申
請
（
毎
年
七
月
に
申
請
受
付
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

五　

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
入
手
方
法

　

１　

申
請
書
の
交
付
場
所  

　
　
　

三
の
２
に
同
じ

　

２　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
入
手

　
　
　

大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

h
ttp

://w
w

w
.p

ref.oita.jp
/sosh

ik
i/20100/301005y

ou
d
ok

an
zai.h

tm
l

六　

競
争
入
札
参
加
資
格
の
取
消
し
等

　

１ 　

競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
そ
の
他
知
事
が
必
要

と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
三
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
競
争

入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

㈠　

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

　
　

㈡　

告
示
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

　
　

㈢ 　

告
示
第
四
条
第
二
項
及
び
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
に
お
い
て
、
申
請
書
又
は
そ
の
添
付

書
類
に
虚
偽
の
記
載
を
し
、
そ
の
事
実
が
競
争
入
札
参
加
資
格
取
得
後
に
判
明
し
た
場
合

　

２ 　

１
に
よ
り
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
し
た
と
き

は
、
そ
の
旨
を
当
該
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
に
通
知
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

㈡ 　

大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
及
び
買
入
れ
等
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に

必
要
な
資
格
（
平
成
二
十
年
大
分
県
告
示
第
百
四
十
八
号
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
定
め
ら
れ
た
期
間
を
経
過
し
て

い
な
い
場
合

　
　

㈢　

営
業
に
関
し
、
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
得
て
い
な
い
場
合

　
　

㈣　

県
税
を
滞
納
し
て
い
る
場
合

　
　

㈤　

営
業
年
数
が
一
年
未
満
で
あ
る
場
合

　
　

㈥ 　

経
営
者
等
（
法
人
に
あ
っ
て
は
役
員
、
支
配
人
又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
個
人
に
あ
っ
て
は
そ
の

者
、
支
配
人
又
は
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
）
が
、
暴
力
団
関
係
者
（
暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に

よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規

定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
暴
力
団
（
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
交
わ
り
を
持
つ
者
又
は
暴
力
団
若
し
く
は
暴
力
団
員
が

経
営
を
支
配
し
、
若
し
く
は
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
企
業
若
し
く
は
団
体
を
い
う
。
）
で
あ

る
場
合

　

２　

資
格
審
査
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈠ 　

年
間
契
約
実
績
（
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
調
達
契
約
の
入
札
日
（
以
下

「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
営
業
年
度
の
直
前
の
営
業
年
度
（
決
算
が
基
準
日
ま
で
に
確
定

し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
決
算
の
確
定
し
て
い
る
営
業
年
度
。
以
下
「
基
準
年
度
」
と
い
う
。
）

の
販
売
等
の
実
績
を
い
う
。
）

　
　

㈡　

経
営
規
模

　
　
　

イ　

自
己
資
本
額
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
自
己
資
本
金
の
額
を
い
う
。
）

　
　
　

ロ　

従
業
員
数
（
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
営
業
に
従
事
す
る
者
の
数
を
い
う
。
）

　
　
　

ハ 　

機
械
設
備
等
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
機
械
設
備
等
の
保
有
状
況
を
い
う
。
物
品
の
製
造        

を
業
と
す
る
者
に
限
る
。
）

　
　

㈢　

営
業
年
数
（
基
準
日
の
前
日
ま
で
の
営
業
年
数
を
い
う
。
）

　
　

㈣ 　

流
動
比
率
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
流
動
資
産
の
額
を
流
動
負
債
の
額
で
除
し
て
得
た
数
値

を
百
分
率
で
表
し
た
も
の
を
い
う
。
）

三　

入
札
を
希
望
す
る
者
の
資
格
審
査
申
請
の
方
法
等

　

１　

申
請
の
方
法

　
　
　

県
の
所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
添
付
書
類
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

　

２　

申
請
書
の
提
出
先
及
び
問
合
せ
先

　
　
　

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課
物
品
調
達
班

　
次

の
と

お
り

一
般

競
争

入
札

に
付

す
る

の
で

公
告

す
る

。

　
　

令
和

元
年

７
月

12日

    　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

大
分

県
知

事
　

　
広

　
　

　
瀬

　
　

　
勝

　
　

　
貞

　

１
　

競
争

入
札

に
付

す
る

事
項



令
和
元
年
七
月
十
二
日

六

大
分
県
報
（
公
告
）

　
⑴

　
調

達
を

す
る

物
品

等
の

種
類

　
　

　
運

転
免

許
証

自
動

更
新

受
付

等
シ

ス
テ

ム
賃

貸
借

契
約

　
⑵

　
借

入
期

間

　
　

　
令

和
２

年
１

月
１

日
か

ら
令

和
６

年
12月

31日
ま

で
（

60箇
月

）

　
　

　
（

地
方

自
治

法
（

昭
和

22年
法

律
第

67号
）

第
234条

の
３

に
規

定
す

る
長

期
継

続
契

約
）

　
⑶

　
納

入
場

所

　
　

　
大

分
県

警
察

本
部

交
通

部
運

転
免

許
課

２
　

競
争

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

に
関

す
る

事
項

　
⑴

 　
大

分
県

が
発

注
す

る
物

品
等

の
製

造
の

請
負

及
び

買
入

れ
等

に
係

る
競

争
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必

要
な

資
格

を
取

得
し

た
者

　
⑵

 　
自

己
又

は
自

己
の

役
員

等
が

、
次

の
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
者

で
あ

る
こ

と
及

び
次

に
掲

げ
る

者

が
、

経
営

に
実

質
的

に
関

与
し

て
い

な
い

こ
と

。

　
　

ア
 　

暴
力

団
（

暴
力

団
員

に
よ

る
不

当
な

行
為

の
防

止
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
３

年
法

律
第

77号
）

第
２

条
第

２
号

に
規

定
す

る
暴

力
団

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

　
　

イ
　

暴
力

団
員

（
同

法
第

２
条

第
６

号
に

規
定

す
る

暴
力

団
員

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

　
　

ウ
　

暴
力

団
員

が
役

員
と

な
っ

て
い

る
事

業
者

　
　

エ
　

暴
力

団
員

で
あ

る
こ

と
を

知
り

な
が

ら
、

そ
の

者
を

雇
用

し
、

又
は

使
用

し
て

い
る

者

　
　

オ
 　

暴
力

団
員

で
あ

る
こ

と
を

知
り

な
が

ら
、

そ
の

者
と

下
請

契
約

又
は

資
材

、
原

材
料

の
購

入
契

約

等
を

締
結

し
て

い
る

者

　
　

カ
　

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
に

経
済

上
の

利
益

や
便

宜
を

供
与

し
て

い
る

者

　
　

キ
 　

役
員

等
が

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
と

社
会

通
念

上
ふ

さ
わ

し
く

な
い

交
際

を
有

す
る

な
ど

社
会

的

に
非

難
さ

れ
る

関
係

を
有

し
て

い
る

者

　
　

ク
　

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
で

あ
る

こ
と

を
知

り
な

が
ら

こ
れ

ら
を

利
用

し
て

い
る

者

　
⑶

 　
納

入
し

よ
う

と
す

る
物

品
等

が
仕

様
を

満
た

す
こ

と
を

証
明

す
る

書
類

等
を

令
和

元
年

８
月

2
1
日

（
水

）
午

後
５

時
15分

ま
で

に
大

分
県

警
察

本
部

交
通

部
運

転
免

許
課

免
許

係
に

提
出

し
、

審
査

を
受

け
、

承
認

を
受

け
た

者

３
　

競
争

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

を
有

す
る

か
ど

う
か

の
審

査
を

申
請

す
る

時
期

及
び

場
所

　
⑴

　
申

請
の

時
期

　
　

 　
令

和
元

年
７

月
12日

か
ら

同
月

29日
ま

で
（

日
曜

日
、

土
曜

日
及

び
祝

日
を

除
く

。
）

の
午

前
９

時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

　
　

 　
な

お
、

申
請

者
が

期
日

以
降

に
申

請
を

希
望

す
る

場
合

は
、

そ
の

後
も

随
時

に
受

け
付

け
る

が
、

入

札
に

間
に

合
わ

な
い

場
合

が
あ

る
。

　
⑵

　
申

請
書

類
の

提
出

先

　
　

　
大

分
県

会
計

管
理

局
用

度
管

財
課

物
品

調
達

班

　
　

　
〒

870－
8501　

大
分

市
大

手
町

３
丁

目
１

番
１

号
　

電
話

　
097－

506－
2957

４
　

契
約

条
項

を
示

す
場

所
及

び
日

時

　
⑴

　
場

所

　
　

　
大

分
県

警
察

本
部

交
通

部
運

転
免

許
課

免
許

係

　
　

　
〒

870－
0401  大

分
市

松
岡

6687番
地

　
電

話
　

097－
536－

2131

　
⑵

　
日

時
　

　
　

 　
令

和
元

年
７

月
12日

か
ら

同
年

８
月

21日
ま

で
（

日
曜

日
、

土
曜

日
及

び
祝

日
を

除
く

。
）

の
午

前

８
時

30分
か

ら
午

後
５

時
15分

ま
で

５
　

入
札

書
及

び
契

約
の

手
続

に
お

い
て

使
用

す
る

言
語

及
び

通
貨

　
⑴

　
使

用
言

語
　

日
本

語

　
⑵

　
通

　
　

貨
　

日
本

国
通

貨

６
　

入
札

書
の

提
出

場
所

及
び

提
出

期
限

　
⑴

　
提

出
場

所
　

大
分

県
警

察
本

部
警

務
部

会
計

課
用

度
・

管
財

係

　
⑵

　
提

出
期

限
 　

令
和

元
年

８
月

2
2
日

（
木

）
午

前
1
0
時

。
た

だ
し

、
郵

送
の

場
合

は
、

同
月

2
1
日

（
水

）
午

後
５

時
45分

ま
で

に
必

着
す

る
こ

と
。

７
　

競
争

入
札

及
び

開
札

の
場

所
及

び
日

時
等

　
⑴

　
場

　
　

所
　

大
分

県
庁

舎
新

館
９

階
会

議
室

　
⑵

　
日

　
　

時
　

令
和

元
年

８
月

22日
（

木
）

午
前

10時

　
⑶

　
再

度
入

札
 　

開
札

を
し

た
場

合
に

お
い

て
、

落
札

者
が

い
な

い
と

き
は

、
地

方
自

治
法

施
行

令
（

昭

和
2
2年

政
令

第
1
6号

）
第

167
条

の
８

第
４

項
の

規
定

に
よ

り
再

度
の

入
札

を
行

う
。

こ

の
場

合
に

お
い

て
、

再
度

の
入

札
は

、
入

札
者

又
は

そ
の

代
理

人
の

全
て

が
立

ち
会

っ
て

い
る

場
合

は
、

直
ち

に
そ

の
場

で
行

う
も

の
と

す
る

。

８
　

入
札

保
証

金
に

関
す

る
事

項

　
　

免
除

す
る

。

９
　

契
約

保
証

金
に

関
す

る
事

項

　
 　

契
約

金
額

の
100分

の
10以

上
の

契
約

保
証

金
を

納
付

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
次

の
場

合
は

、
契

約
保

証
金

の
全

部
又

は
一

部
の

納
付

が
免

除
さ

れ
る

。

　
⑴

　
保

険
会

社
と

の
間

に
県

を
被

保
険

者
と

す
る

履
行

保
証

保
険

契
約

を
締

結
し

た
と

き
。

　
⑵

 　
過

去
２

年
間

に
国

（
公

団
を

含
む

。
）

又
は

都
道

府
県

と
種

類
及

び
規

模
を

ほ
ぼ

同
じ

く
す

る
契

約

を
数

回
以

上
に

わ
た

っ
て

締
結

す
る

と
と

も
に

、
こ

れ
ら

を
全

て
誠

実
に

履
行

し
、

か
つ

、
将

来
契

約



令
和
元
年
七
月
十
二
日

七

大
分
県
報
（
公
告
・
雑
報
）

を
履

行
し

な
い

こ
と

と
な

る
お

そ
れ

が
な

い
と

認
め

ら
れ

る
と

き
。

10　
無

効
入

札
に

関
す

る
事

項

　
 　

大
分

県
契

約
事

務
規

則
（

昭
和

39年
大

分
県

規
則

第
22号

）
第

27条
に

規
定

す
る

事
項

の
ほ

か
、

次
に

掲
げ

る
事

項
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
入

札
は

無
効

と
す

る
。

　
　

な
お

、
無

効
入

札
を

し
た

者
は

、
再

度
入

札
に

参
加

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
が

あ
る

。

　
⑴

　
金

額
の

記
載

が
な

い
も

の

　
⑵

　
入

札
に

関
す

る
条

件
に

違
反

し
た

も
の

　
⑶

　
入

札
書

が
所

定
の

場
所

及
び

日
時

に
到

達
し

な
い

と
き

。

　
⑷

　
入

札
書

に
入

札
者

又
は

そ
の

代
理

人
の

記
名

が
な

く
、

入
札

者
が

判
明

で
き

な
い

と
き

。

11　
最

低
制

限
価

格
に

関
す

る
事

項

　
　

設
定

し
な

い
。

12　
入

札
説

明
書

の
交

付
に

関
す

る
事

項

　
⑴

　
交

付
場

所

　
　

　
前

記
６

の
⑴

に
同

じ

　
⑵

　
交

付
日

時
　

　
　

 　
令

和
元

年
７

月
12日

か
ら

同
年

８
月

21日
ま

で
（

日
曜

日
、

土
曜

日
及

び
祝

日
を

除
く

。
）

の
午

前

９
時

か
ら

午
後

５
時

45分
ま

で

13　
落

札
者

の
決

定
の

方
法

　
⑴

 　
有

効
な

入
札

書
を

提
出

し
た

者
で

、
予

定
価

格
の

制
限

の
範

囲
内

で
最

低
の

価
格

を
も

っ
て

入
札

を

し
た

も
の

を
契

約
の

相
手

方
と

す
る

。

　
⑵

 　
落

札
と

な
る

べ
き

同
価

の
入

札
を

し
た

者
が

２
人

以
上

あ
る

と
き

は
、

直
ち

に
、

当
該

入
札

者
に

く

じ
を

引
か

せ
て

落
札

者
を

決
定

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

当
該

入
札

者
の

う
ち

く
じ

を
引

か
な

い

者
が

あ
る

と
き

は
、

こ
れ

に
代

え
て

、
当

該
入

札
事

務
に

関
係

の
な

い
職

員
に

く
じ

を
引

か
せ

る
も

の

と
す

る
。
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入

札
に

関
す

る
事

務
を
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当

す
る

部
局

の
名

称
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番
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15　
特

約
事

項

　
 　

こ
の

入
札

に
係

る
契

約
は

、
地

方
自

治
法

第
234条

の
３

に
規

定
す

る
長

期
継

続
契

約
で

あ
る

た
め

、

契
約

の
締

結
の

日
の

属
す

る
年

度
の

翌
年

度
以

降
に

お
い

て
、

当
該

契
約

に
係

る
歳

入
歳

出
予

算
の

減
額

又
は

削
減

が
あ

っ
た

場
合

は
、

契
約

の
相

手
方

と
契

約
を

解
除

で
き

る
も

の
と

す
る

。

16　
そ

の
他

　
⑴

 　
前

記
２

の
⑵

に
掲

げ
る

資
格

要
件

に
つ

い
て

は
、

必
要

に
応

じ
、

大
分

県
警

察
本

部
に

照
会

す
る

場

合
が

あ
る

。

　
⑵

　
そ

の
他

の
詳

細
は

、
入

札
説

明
書

に
よ

る
。

　
⑶

 　
こ

の
調

達
は

、
世

界
貿

易
機

関
（

Ｗ
Ｔ

Ｏ
）

に
基

づ
く

政
府

調
達

に
関

す
る

協
定

の
適

用
を

受
け

る
。
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大
分
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
理
事
長
相
馬
尊
重
か
ら
、
大
分
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
の
平
成
三
十
年

度
決
算
の
要
旨
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
登
載
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
元
年
七
月
十
二
日　

                                       

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　
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七
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日

八

大
分
県
報
（
雑
報
）

　　　　大分県市町村職員共済組合定款第５条の規定に基づき、平成３０年度決算の要旨を公告する。

令和元年 ７月１２日

        　理  事  長        相　　馬　　尊　　重
              

損益計算書の要旨 （単位：千円）

経　理　区　分 短     期 厚生年金保険 退職等年金 経過的長期
退職等年金
預託金管理

経過的長期
預託金管理

業     務 保     健 貯     金 貸     付 物     資

負担金 3,984,538 10,629,675 552,211 125,798 150,487 250,565

掛金 4,018,725 6,679,768 552,205 119,026

連合会交付金 67,122 462

利息及び配当金 195 3,398 5,283 136 5,446 130,063 11

その他の収入 381,253 3 220 17,223 18,935

他経理から繰入 30,183

前年度繰越支払準備金 569,520

計 8,954,231 17,309,443 1,104,416 125,798 3,398 5,283 247,931 375,037 130,283 17,685 18,946

給付 3,674,290

負担金払込金 10,629,675 552,211 125,798

掛金払込金 6,679,768 552,205

役職員給与 86,064 27,139 7,331 7,813 7,687

旅費・事務費 16,825 3,278 1,115 706 375

委託費 7,452 2,187 199

事務費負担金払込金 66,829

支払利息 3,398 5,283 112,519 8,681

連合会払込金 97,290 1,438

連合会拠出金 276,326

前期高齢者納付金 1,284,772

後期高齢者支援金 1,528,181

病床転換支援金 8

退職者給付拠出金 13,140

介護納付金 703,044

他経理へ繰入 30,183

その他の支出 84,550 59,200 374,087 2,562 3,319 3,964

次年度支払準備金 563,965

計 8,255,749 17,309,443 1,104,416 125,798 3,398 5,283 236,370 406,691 123,527 21,957 12,225

698,482 0 0 0 0 0 11,561 △ 31,654 6,756 △ 4,272 6,721

貸借対照表の要旨 （単位：千円）

流動資産 1,351,263 1,012,859 68,339 479 3,398 32,755 552,504 1,653,498 2,400,500 83,288 219,336

固定資産 611,000 140,000 10,197,113 1,264,314

繰延資産

1,351,263 1,012,859 68,339 479 614,398 172,755 552,504 1,653,498 12,597,613 1,347,602 219,336

流動負債 9,226 1,012,859 68,339 479 7,145 10,830 11,775,691 54,083

固定負債 563,964 614,398 172,755 98,146 67,041 9,927 827,244 13,284

負 債 合 計 573,190 1,012,859 68,339 479 614,398 172,755 105,291 77,871 11,785,618 827,244 67,367

資本剰余金

積立金

利益剰余金 778,073 447,213 1,575,627 811,995 520,358 151,969

欠損金

純 資 産 合 計 778,073 0 0 0 0 0 447,213 1,575,627 811,995 520,358 151,969

1,351,263 1,012,859 68,339 479 614,398 172,755 552,504 1,653,498 12,597,613 1,347,602 219,336

大 分 県 市 町 村 職 員 共 済 組 合 公 告

収
　
　
　
　
　
入

支
　
　
　
　
　
　
出

大 分 県 市 町 村 職 員 共 済 組 合

資
本

負 債 ・ 純 資 産 合 計

差引当期利益金又は
当期損失金（△）

資
産

資 産 合 計

負
債


